


研修について
全宅 ・全宅 ー ージでは、宅 物 に関する 業者等

の専門的 の の のため、 研修動 を
年 月より しています。
現 、法令改 等・ 解説・ト ックス・実務 ーの つの

テ ーにおいて２ コンテン をいつでもどこでも手 に視 するこ
とができます。（コンテン は、 時 加しています）

、ご 用ください。

（全宅 Ｐ 事業 内 研修業務のご 内 研修）

全宅 ト 研修

三支部 島 ・中・西三支部 研修会
日 時：令和元年 月 日（ ） 後 時 ～ 後 時
会 場： 島 文 ン ー

内容：（１） 改 から見えてくるもの
理 法人 会 理

（２） 法改 と不動産 について～ をつけよう しい み～
法 事務

・中・西 三支部 研修会を西支部の 当で行いました。
支部 名、中支部 名、西支部 名、一 の方 名

名の多くの参加を きました。
から小 が り続いておりましたので、参加者を して

おりましたが、多くの参加を きました。
年の 法改 、 に の改 された点、 の方 等

になるところ、対 の方法などをご指 き 場者の方 も参
考になったのではないかと思います。
（執筆者：西支部 報 委員長 山田 政 ）

全宅 ・全宅 からのお らせ

コメント

下 のとおり法 会を開催します。法 会は宅 物 の 月前から ができ
ます。 会対 者には のご 内 を送付しております。 、法 の実 として、
も実 していますので、 を し まれる は 、 島 宅 協会を して いないようお くだ
さい。なお、当協会の メ ットとして、 会の 日に宅 物 を交付する（ 日交付）があ
ります。

日 付 会 場

回 （ ） 月 ～ 島 不動産会館（ 島会場）

回 （ ） 月 ～ 島 不動産会館（ 島会場）

会 に なもの
交付 （現 ）

（ ） （おつりの出ないように）
交付手数 （現 ） ラー （ ）

不動産 時の ザー マップを活用した水 スクの
報提 について
年 月豪 等により各 で めて 大な が 生したことを け、住 が の れが まった

場 に自らの で に できるよう、 き続き水 スクの を っていくことが められている
ことから、今 交 省より 宅 物 業者は、 の 手方等に対し、 約が するまでの に、
手方等が水 スクを できるよう、当 の対 となる宅 物が する市 が ・ 表す

る水 （ 水・内水・ ） ザー マップを提 し、当 の対 の宅 物の 等を 報提 す
ること について協力の がございましたのでお らせいたします。

全宅 トップ お らせ 不動産 時の ザー マップを活用した水 スクの 報提 について

法の の 表について
法に関する は、 島 ー ージ 島 内にある

ー ル ろしま の ・ にてご ください（ について、
意に事実を告げ 、または不実のことを告げる行 は、宅 物 業法 に する場 が

ありますので、ご 意ください）。 しくは以下の をご ください。

（ 社） 島 宅 協会からのお らせ

（ 社） 島 宅 物 業協会 ：
お問い せ先 

全宅 ・全宅 からのお らせ

島 からのお らせ

（ 島 トップ ージ でさがす 課・ 法指 推進 当
ー ル ろしま 等）
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西支部 西支部親睦会・夏のビアパーティー
日 時：令和元年 月 日（水）
会 場：ビアローゼン
参 加 者： 名

本年度で 回目になる西支部親睦会を、夏のビア
パーティーとして濱野代表ブロック長の指揮の下、開
催しました。大橋役員（松浦役員の補助）の司会進行
で始まり、小林支部長開会挨拶の後、舩本副支部長の
乾杯の音頭で親睦懇親会に移り、顧問の先生方の紹介
をしました。
コースは今回は魚介類を省き、焼き肉食べ放題飲み

放題（焼き肉はもちろん、おでん、惣菜、にぎり寿司からデザートまで約 種類が食べ放題）でした。品数
が多いので、個人の嗜好品を選べて満足されたと思います。
中締めの、西支部役員紹介では、大橋役員の司会でマイク交換しながら各自が挨拶しました。続いて、景品

交換のための番号が読みあげられ、当たった人に景品が手渡しされました。
今回は、支部長賞 本、副支部長賞 本の外、委員長賞 本も加えられました。景品は数は少なくても、

豪華な品物ということで、ロボット掃除機ルンバを含め、 個用意しました。その後、小島副支部長の終了
の挨拶で閉会しました。閉会後は、役員全員が会場出口付近で名札を回収しながら、参加者を見送りました。
最後に、本会開催につき、協力をいただいた皆様に感謝します。（執筆者：西支部 ブロック長 爲 潔）

尾三支部 尾三支部研修会
日 時：令和元年 月 日（水）
会 場：尾道しまなみ交流館

月 日（水）１３：３０～１６：３０尾三支部研修会を
行いました。 名の参加者がありました。
今回は提携企業さん 社のご紹介と、空き家問題に関して

のご報告をして頂きました（以下研修内容）。
Ⅰ－１ 全宅住宅ローン（株）フラット 説明 松浦 晋 様
Ⅰ－２ 賃貸不動産収納管理業務の紹介（株）アーネット 北原 伸一 様
Ⅱ 尾道市空き家等対策について

尾道市都市部まちづくり推進課まちづくり推進係 係長 片山 剛 様
尾道市都市部まちづくり推進課住宅政策係 専門員 内海 博文 様

Ⅲ 尾道市空き家バンクの活動報告
ＮＰＯ法人尾道空き家再生プロジェクト 代表理事 豊田 雅子 様

現状の空き家問題に関して、改めて考えるきっかけになったのではと思います。どのように実務に繋げて
いけるかということは以前からの課題であり、直接的な解決方法の話ではありませんでしたが、不動産業者
以外の空き家に対する視点についての話を聞くことで、何か解決の糸口に繋がることもあるのではないか？
と感じられる内容でした。ありがとうございました。（執筆者：宝商事㈱ 髙垣 年希）

コメント

コメント
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た きたい。（ ）

 錯誤無効の主張に対し
Ｙが、本件建物の賃貸借契約書に連帯保証

人として したことは当事 間に い
はないところ、本件賃貸借契約書には、契約
期間を平成 年３月１日から平成 年 月
日までと されていることが認められるか
ら、Ｙが連帯保証をする に、賃貸借契約の
容に関し誤信があったとはいえない。
 詐欺取消の主張に対し
前 のとおり、Ｙは、賃貸借契約書の 容

を認 していたといえるから、Ｘに る詐欺
行為があったとはいえない。したがって、Ｙ
の主張は 用できない。

 信義則違反の主張に対し
賃借人が 年間賃料を支払わず、滞納賃料

支払猶予依頼を り す等、支払能 も支払
もないと される 下、Ｘが くと

も平成 年時点で賃貸契約解消を行うことが
期 されたにもかかわらず、支払請求を行う
のみで、契約解除等の 置を講じたと認めら
れないこと び連帯保証人の をことさら

したとは認められないことを踏まえ（以
上 約）
以上からすると、平成 年以 、本件賃貸

借契約の解消の 置を講じることができたに
もかかわらず、それ以後約７年にわたり、Ｘ
が漠然と滞納賃料の増加をさせたといえ、本
訴請求は、かかるＸに る らの怠 をＹに

するものであるから、ＸがＹに対して
万円を超える金額を請求することは、

されるものではなく、信義則に違反するもの
といえる。
もっとも、Ｙは、平成 年８月時点で、契

約期間３年の賃貸借契約の連帯保証人となっ
たのであるから、 なくともこの期間の賃料
の滞納等の を予定していたといえる。し
たがって、平成 年３月１日から平成 年
月 日までの滞納賃料は す きである。

本件は、滞納を続ける賃借人に対し賃貸借
契約解約等の手 を講じず放置していた賃貸
人が、連帯保証人に対して行った連帯保証債
務の履行請求について、信義則違反を理由と
して一定の 限を加えた判例である。
賃貸借契約の連帯保証は、一 連帯保証を

行うと、 の事 がない限り更新後の賃貸
借から生ずる賃借人の債務についても保証の
めを う（最 裁 ）うえ、連帯保

証人には賃貸借契約解除の 限はないことか
ら、賃貸借契約が継続する限り、理 の上で
は保証 額が無 限となる 能 があり、

額の上限が定まっている貸金の連帯保証
に い を連帯保証人は うこととな
る。
賃貸人の には、賃借人から賃料が支払わ

れなくとも連帯保証人が賃料を支払ってくれ
れ ないと え、滞納が続いても えて
賃借人に対し、 し請求を行わない も
ある。本件判決は、この うな えに対し
を らすものとして される。
なお、 においてではあるが、本件

同 、延滞 用料の連帯保証履行請求に 限
を加えた判決が、平成 年 月 日東京 裁
ウエストロー・判例時 で さ
れているので、 、こ らも としてい

 
 

 

賃借人が賃料の滞納を続けた為、賃貸人が
連帯保証人に滞納賃料の支払を請求した事案
において、賃料不払が長期間継続していたに
もかかわらず、賃貸人は賃貸借契約解除等の
手続きを講じることなく、７年以上にわたり
漠然と滞納賃料を増加させたことを踏まえ、
当初の賃貸借期間（３年間）の賃料相当額を
超える請求は信義則に反するとし、賃貸人の
請求を限定して認容した事例（東京地裁 平
成 年 月 日判決一部認容 控訴後和解

ウエストロー・ジャパン）

本件は、賃貸人Ｘ（原告 個人）が訴外の
賃借人（以下「賃借人」という。）と締結し
た建物賃貸借契約に関し、前連帯保証人に代
わって個人Ｙ（被告）が連帯保証したところ、
賃借人が滞納を続けた為、ＸがＹに保証債務
の履行を求めた事案である。連帯保証人と
なった時点で滞納が発生していたが、Ｙにそ
の旨は伝えられておらず、連帯保証契約も平
成 年８月に締結されたにもかかわらず、保
証期間は同年 月から 年間となっていた。
Ｙが連帯保証人となってからも、賃借人は

賃料支払いを怠り、滞納賃料は増加し続けた。
Ｘは、平成 年 月に動産執行（執行不能

で終了）を行った以外は、滞納賃料の支払請
求を行うのみで、賃貸借契約解除等の対応策
を講じることはなかった。

平成 年 月、賃借人は から資金を借り
入れ、一旦滞納賃料全額を支払ったが、その
直後から再び賃借人は滞納を始めた。

同年 月、ＸがＹに滞納賃料（ 万円）の
支払いを請求したところ、賃借人は滞納賃料
額を認めたうえで、支払い猶予を依頼したが、
結局、当該滞納分の一部が支払われたのみで
あった。
平成 年５月、ＸはＹに対し改めてその時

点での滞納賃料（ 万円）の支払いを求め
たが、最終的に滞納は解消されなかった。
年末にかけて賃借人は、Ｘと連帯保証人の

交代について交渉したが、Ｘはこれに応じな
かった。
平成 年５月、 は に対しその時点での

滞納賃料（ 万円）の支払いを求めた。賃
借人はＸに対しこれを支払う旨の連絡をした
が、結局、滞納は解消されなかった。
同年６月、賃借人がⅩにその時点の滞納賃

料額と今後発生する債務を支払う旨連絡した。
平成 年８月、Ｘと賃借人の間で本件賃貸

借契約更新を確認する覚書が締結された。
賃借人はその後も延滞を続け、平成 年１

月現在の延滞額は約 万円であった。
Ｙは主として、連帯保証契約時に延滞の存

在を知らされてなかったことを理由に連帯保
証契約の錯誤無効又は詐欺取消を、Ｘが契約
解除せず滞納を放置し続けたことを理由に保
証債務履行請求が信義則違反にあたると主張
するとともに、消滅時効を援用した（消滅時
効については、判決では賃借人の債務承認を
理由に完成していないと判断）。

裁判所は、次のとおり判示し、Ｘの請求の

一部を認容した。
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広島宅建株式会社                                           宅建ひろしま 9 月号 
 
 

 2019 年 月 8日ス ー の ー スで、 の さまからご いただいたお の を

と いおい イ 和 で して、 まで い、 案件が に れ

料をお いす ス ー です。 

 

      中  

のス ー は 登録 の でス ー です 

 

  に住 を 入され が です  

住 物件（ マ ）   

※ から きまで 2 上が必 に ます。 

※ に住 を 入され を としてお ます。 

 

 

法  物件 住 物  住物件 

 

 

 を のお から 付 

 用 の 付 ※開 内 は です 

③ 情報 ー の  

 登 項 等の 料の  

 

 

に た の 料（地 料を く）に してお い します。 

（ 1） スマイミー利用で情報 ー を すれ 、 の 料 よ します。 

（ 2） の お い します。（ は です） 

 

 

 の 内 申 の 料の 等 に す は

です。 

 登録をしてい は ス ー に できませ 。 

 

 

 

 

【お せ 】 （中 ー ー） 082 1  

あいおい イ 和  ス ームについて 月 8 日スター  

会員 ー ー のご案内 

対象 物件 

会員の なさまにお いする と 

料について 

対象物件 

は

を してお ます 

注意事項・ 事項 

のス ー にも の す  

ー ス ー ス 、スマイミーの 

法 もご してお ます。 
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サ
ー
ビ
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広島宅建株式会社                                           宅建ひろしま 9 月号 
 
 

 

ー でご しました いおい イ 和 とスマイミーとの 動 ー スに き、 住

ー と 住 との 動 ー スも ース します。スマイミー は、

用 ー から住 ー 、 物 のお ができ ように ました。 

スマイミーにご登録いただいた物件情報を反映して ー ス に をす とが ですので、

お申 までがス ー に ます。 

スマイミーの 物件の 画面に ます の 動 ー ス からお きいただ ます。 

 
 ご登録いただいてい 物件の 画面から 動 ー スを  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ー ス タ を  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ あいおい ：あいおい イ 和 （ ） ース  

・ 住宅ロー ： 宅住宅ロー 株  ※2019 年 9 月  

・ 建物 ： 株 住宅 社  ※2019 年 9 月  

 

  

らを

住宅ローン 建物検査 

※  

 スマイミー 宅住宅ロー 、建物   ー ススター  

広島宅建株式会社                                           宅建ひろしま 9 月号 
 
③ 登録フォームへ必要事項を入力し送信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 10 月 1 日からの消費税法改正に伴い、スマイミーでは令和元年 9 月 30 日以前に登録頂いた物件

であっても、登録した時点で通常の取引の過程から引き渡しが 10 月 1 日以降となる可能性がある場合には、そ

の時点から消費税 10％の価格で広告を行う必要がございます。物件をご登録の際にはご注意ください。 

 

 

 

 令和元年 8月 19 日付でスマイミー利用料のご請求をご案内させていただきましたが、令和元年 10 月 1

日からの消費税法改正に伴い、スマイミー利用料につきましても消費税 10%とさせていただきますので、

ご了承くださいますようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

FAX 会員締切日 PC 会員締切日※ 発売日 

備後版【住まいの情報】11 月号 2019/9/20 2019/9/24 2019/10/11 

備後版【住まいの情報】12 月号 2019/10/18 2019/10/21 2019/11/8 

備後版【住まいの情報】1 月号 2019/11/25 2019/11/26 2019/12/13 

※PC 会員締切日の 15 時登録分までが対象となります。 

 

＜お問合せ先＞  備後版（住まいの情報）・・・・・・・データプロ（株）  TEL：084－926－1246 

 

消費税率変更に伴うスマイミー物件登録の注意事項について 

  情報誌の締切のご案内  

消費税率変更に伴うスマイミー利用料金について 

※画面は開発中のものです。 

登録物件の情報（所在地等）が自動反映されますので、

必須項目をご入力ください。 

各
種
サ
イ
ト
と
の
連
携
サ
ー
ビ
ス
実
施
中
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お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。
お問い合わせ・資料請求はこちらまで。
販売員がご説明に伺います。

マンション無料インターネットサービスを導入しませんか？ メガ・エッグ  光ネット [ マンション ]

・高額な投資をせず空室対策をしたい。
・家賃をこれ以上下げたくない。

管理会社さま・オーナーさまのそのお悩み！
メガ・エッグが解決します！

人気設備ランキング４年間１位のサービスが導入できます。( 引用：全国賃貸住宅新聞 )
会員さまには、ご紹介物件の開通により紹介手数料をお支払い致します。

全戸分の利用料金を一括でオーナーさまにご負担いただくことで、
入居者さまは無料で光インターネットをご利用できます。

全戸一括光インターネットとは？

※1  技術規格上の最大値であり、ベストエフォート型サービスのため、一定の通信速度を保証するものではありません。

メガ ・ エッグ  光ネット[マンション]のメリット

入居者に人気の
設備ランキング

2018

全国賃貸住宅新聞　第 1339 号より引用

2位
3位

1位

入居率アップ

最大速度1ギガ (1Gbps※1) の光回線を使用しています。
全戸光インターネットのサービスです。

メリット1

初期標準
工事費無料
追加工事がある場合は、
別途ご相談させて
いただきます。

メリット2

安価な
料金設定

メリット3

「ネット無料」で
ＰＲ

メリット4

ポイント1

ポイント2
インターネット無料
宅配ボックス
エントランスのオートロック
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ご意見・ご要望があれば
本部までお願いします！
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